
令和７年度 吉野川市立鴨島東中学校 部活動活動方針

学 校 教 育 目 標

夢と希望を抱き，未知の世界に挑み続ける生徒の育成
～「ありがとう」がこだまする魅力ある学校～

部 活 動 の 目 的

○ 学校教育目標との関連を重視し，鴨島東中学校の教育活動の一環として行い，生徒の人格の
完成と社会の一員として必要な資質や能力を養うことをめざして行う。

○ 顧問の指導監督の下，生徒の自主的・自発的な活動を尊重する。

主 に 「 運 営 」 に 関 す る こ と

＜設置している部活動＞
運動部 ： 女子バレーボール 男子バスケットボール 野球 サッカー 男女ソフトテニス
文化部 ： 芸術 吹奏楽

＜指導体制＞

校長が各部の顧問を任命し，顧問を中心として全教職員が協働体制のもと指導を行う。

＜顧問会議＞
年度初めに開催し，活動方針の周知を図るほか，必要に応じ校長が招集する。

＜保護者・地域との連携＞
保護者・地域の理解促進に努め，協力を得て活動を行う。

主 に 「 活 動 」 に 関 す る こ と

＜活動計画＞
各部活動ごとに年間及び月間の活動計画を作成し，校長に届け出る。

＜活動日・休養日＞
学 期 中 週当たり２日以上の休養日を設ける。

・平日は少なくとも１日を休養日とする。
・週休日は少なくとも１日を休養日とする。
・週休日に２日とも大会等に参加した場合は，休養日を他に振り替える。
・定期テスト前(中間３日前，期末５日前)は原則として活動を休止する。

長期休業中 学期中の週休日に準じた扱いを行う。
・生徒が多様な活動を行うことができるよう，長期の休養期間を設ける。

＜１日の活動時間＞
○ 平日は長くとも２時間程度とする。
○ 休日及び長期休業日は３時間程度とする。
○ 早朝練習は原則として，放課後の活動時間が確保できる場合は，行わない。
○ 年間を通じ，平日，週末等ともに完全下校時間は，午後６時３０分とする。

＜安全対策・事故防止＞
○ 施設設備，用具等の点検を定期的に行い事故防止に努める。
○ 生徒に対する安全指導を徹底し事故防止に努める。
○ 気象条件等を考慮し，安全が確保できない場合は活動を休止する。
○ 休憩，給水をこまめにとるなど熱中症対策を万全に行う。
○ 手洗いや消毒を徹底するなど感染症対策を万全に行う。

＜校外での大会や練習＞
教育的意義並びに生徒や保護者，顧問等の負担が過重にならないよう，精査する。


